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１【提出理由】

 平成29年６月28日開催の当社第159回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものです。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日 

  平成29年６月28日 

 

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金の処分の件 

期末配当に関する事項 

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

当社普通株式１株につき金３円50銭  総額3,107,224,180円 

②剰余金の配当が効力を生じる日 

平成29年６月29日 

 

第２号議案 株式併合の件 

効力発生日を平成29年10月１日として、当社普通株式10株を１株の割合で併合し、併せて発行可能株

式総数を20億株から２億株に変更する。 

 

第３号議案 取締役９名選任の件 

取締役として、坂元龍三、楢原誠慈、香山和正、種田祐士、渡邉賢、佐藤博之、竹中茂夫、岡豪敏及

び中村勝の各氏を選任する。 

 

第４号議案 監査役３名選任の件 

監査役として、永田種昭、竹中史郎及び杉本宏之の各氏を選任する。 

 

第５号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件 

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を更新する。 

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議の結果 

第１号議案 657,084 2,688 274 98.77% 可決 

第２号議案 657,860 1,912 274 98.89% 可決 
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第４号議案 

永田 種昭 
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第５号議案 337,631 322,141 274 50.75% 可決 

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。 
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    第１号議案及び第５号議案 

     出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 

    第２号議案 

     議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成です。 

    第３号議案及び第４号議案 

     議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成です。 

 

(4）賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった

理由 

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に

係る議決権の数に、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算して

いません。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否が確認できなかった株主の議決権数も分

母に加算しています。 

 

（ご参考:当日出席株主の全部の議決権行使結果を含めた合計） 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議の結果 

第５号議案 341,598 322,208 1,430 51.34% 可決 

（注）「当日出席株主の全部の議決権行使結果を含めた合計」欄は、第５号議案について、本総会当日に会場出口で回

収した議決権行使結果確認の用紙により確認した、当日出席株主の全部の議決権行使結果を合算した集計結果で

す。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、（ご参考）として表示しています。なお、議決権行使結果確認の

用紙に賛否の意思表示をしなかった株主、及び同用紙を未提出の株主については、棄権したものとして集計してい

ます。 

以 上
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